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六
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号
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成
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十
六
年
二
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
大
熊
利
昭
君
提
出
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
が
掲
載
し
て
い
る
求
人
広
告
の
内
容
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
大
熊
利
昭
君
提
出
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
が
掲
載
し
て
い
る
求
人
広
告
の
内
容
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

国
立
大
学
の
法
人
化
に
伴
っ
て
国
立
大
学
の
教
員
等
は
公
務
員
で
は
な
く
な
り
、
そ
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
労
働
関
係
法

令
に
従
っ
て
、
各
国
立
大
学
法
人
の
判
断
に
基
づ
き
、
適
切
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

御
指
摘
の
求
人
広
告
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
か
ら
、
同
大
学
が
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
た
め
の
組
織
改
革
」
事
業
の
一
環
と
し
て
、
経
済
学
に
関
す
る
授
業

を
英
語
で
行
う
こ
と
等
を
そ
の
職
務
と
す
る
教
員
一
人
を
新
規
採
用
す
る
た
め
、
応
募
者
は
外
国
籍
を
有
す
る
（
非
日
本
国

籍
者
で
あ
る
）
旨
の
条
件
を
付
し
て
公
募
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
国
籍
に
係
る
条
件
に
つ
い
て
は
、
職
務
の
内
容
に
照

ら
し
て
改
め
て
検
討
し
た
結
果
、
こ
れ
を
削
除
し
た
上
で
改
め
て
公
募
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
聞
い
て
い
る
。


